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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第２区分
【発行日】平成25年12月5日(2013.12.5)

【公開番号】特開2012-97846(P2012-97846A)
【公開日】平成24年5月24日(2012.5.24)
【年通号数】公開・登録公報2012-020
【出願番号】特願2010-246712(P2010-246712)
【国際特許分類】
   Ｆ１６Ｃ  11/04     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   1/16     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ１６Ｃ  11/04    　　　Ｖ
   Ｇ０６Ｆ   1/00    ３１２Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成25年10月23日(2013.10.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明は、以上のように構成することにより、ベースフレームの回転用ヒンジシャフト
を挟んだ左右の長さを同じ長さにすることができることから、ベースフレームに回転用ヒ
ンジシャフトを挟んで剛性の差異が生じず、かつ、ベースフレームの長さを必要なだけ得
ることができるので、安定的に第２筐体を保持でき、かつ、経時変化によって第２筐体が
第１筐体に対し捩じれてしまうことなく、良好な閉成状態と開成状態を保つことができる
ものである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　この２軸ヒンジ４は、とくに図１と図５乃至図６に示したように、第１筐体２の後端部
上側に所定間隔を空けて取り付けられたところの断面略アングル形状を呈した一対の取付
部材５、６の間に、断面略コの字形状を呈したベースフレーム９を上下方向へ回転可能に
取り付けた通常の軸ヒンジ７とチルトヒンジ８からなる開閉用ヒンジＡと、ベースフレー
ム９の略中央部に第２筐体３をその取付部１１ｂへ取り付けて支持する支持部材１１を水
平方向へ回転可能に取り付ける回転用ヒンジＢと、ベースフレーム９の下側に取り付けら
れたところの断面略アングル形状の保持部材１２に当該保持部材１２が回転可能となるよ
うに取り付けたリンクブロック１３と、このリンクブロック１３とチルトヒンジ８との間
を当該リンクブロック１３が非回転となるように連結する連結軸３４とで構成されている
。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１６】
　軸ヒンジ７は、とくに図１乃至図６に示したように、ベースフレーム９の一方の側板９
ａに設けた軸支孔９ｃと、筒状のスペーサー９ｄと、軸支孔９ｃと筒状のスペーサー９ｄ
と取付部材５の側板５ａに設けた円形取付孔５ｂとを貫通して、当該円形取付孔５ｂへそ
の端部７ｃをかしめて固定したフランジ部７ｂ付のヒンジシャフト７ａと、で構成されて
おり、ベースフレーム９の側板９ａは取付部材５の側板５ａに対してヒンジシャフト７ａ
を支点に回転可能に連結されている。尚、この軸ヒンジ７の構成は一例であって、実施例
のものに限定されない。その他の公知構成のヒンジに代えることができる。さらに、例え
ばスペーサー９ｄは省略される場合がある。また、指示記号５ｃは取付部材５を第１筺体
２へ取り付けるための取付板である。さらに、ベースフレーム９の指示記号９ｇはリブ部
であり、９ｈは取付ネジ孔、９ｋは軸受孔である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　このリンクブロック１３とチルトヒンジ８との間に連結軸３４が設けられている。この
連結軸３４は、とくに図５と図６及び図１４に示したように、一端部に設けた係止片３４
ａ、３４ａをチルトヒンジ８の押え用ワッシャー２１の係止溝２１ｂ、２１ｂと係合させ
ると共に、他端部に設けた係合溝３４ｂ、３４ｂへリンクブロック１３の係合突部１３ｂ
を挿入係合させている。尚、リンクブロック１３は、軸ヒンジ７の方へ設けてもよいこと
は前述した。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　この回転用ヒンジ１０による第２筐体３の水平方向への回転は、図１と図２に示したよ
うに、第２筐体３を第１筐体３に対して上下方向へ９０°開いた状態から、１８０°どち
らの方向へも可能であるが、１８０°回転すると、フリクションクリック機構２３のスプ
リングプレート２７、２８、２９、３０の凸部２７ｂ、２７ｂ・２８ｂ、２８ｂ・２９ｂ
、２９ｂ・３０ｂ、３０ｂが、クリックプレート２５、２６の凹部２５ｃ、２５ｃ・２６
ｃ、２６ｃへ嵌入することにより、吸い込まれるようにして回転し、１８０°でクリック
停止する。尚、この第２筺体の水平方向の回転角度は、第１筐体２側から第２筐体３側へ
、筒状のヒンジシャフト２２内へ通す図示してないコードがあることから規制を受ける。
好ましくは左右いずれかの方向へ１８０°回転したところでストッパー規制を受けそれ以
上回転しないようにすることが好ましい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図８】
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